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議案第１３号 

 

令和２年度二宮町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

  令和２年度二宮町の下水道事業特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６，７７７千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９０９，９８６千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

令和３年２月１９日提出 

 

二宮町長  村田 子     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 







総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額

27,390

令和2年度 3,630

令和4年度 35,800 令和4年度 14,520

令和3年度 9,240２ 総務費 １ 下水道総務費
地方公営企業法適
用事業

66,800

令和2年度 11,000

令和3年度 20,000

第 ２ 表    継 続 費 補 正

（変  更）

（単位  千円）

款 項 事    業    名
補 正 前 補 正 後
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  第 ３ 表     地  方  債  補  正

（変  更）

（単位   千円）

限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

5.0％以内 5.0％以内

普通貸借 普通貸借

又は 又は

証券発行 証券発行

計 264,300 256,900

  

  
  

3,60011,000

起債の目的
補 正 前 補 正 後

政府資金につい

ては、その融資

条件により、銀行

その他の場合に

はその債権者と

協定するものによ

る。ただし町財政

の都合により据置

期間及び償還期

限を短縮し、又は

繰上償還もしくは

低利に借換えす

ることができる。

政府資金につい

ては、その融資

条件により、銀行

その他の場合に

はその債権者と

協定するものによ

る。ただし町財政

の都合により据置

期間及び償還期

限を短縮し、又は

繰上償還もしくは

低利に借換えす

ることができる。

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金等につい

て、利率の

見直しを

行った後に

おいては、

当該見直し

後の利率）

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金等につい

て、利率の

見直しを

行った後に

おいては、

当該見直し

後の利率）

公営企業会計

適用債
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